
【解説】 

令和５年中は所得がなかったため、令和6年分推計所得税額及び定額減税可能額は０円であり、令和6年度調整給付金は０円であった。 

令和 6年になって就職等により令和６年所得税額が60,000円となった場合、所得税分の定額減税可能額30,000円分が減税され、 

所得税額は30,000円となる。一方で、住民税分の定額減税可能額10,000円については、令和６年度分住民税が発生しておらず減税することが 

できないため、住民税分10,000円が不足額給付金として支給される。


